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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のカードの一方の側縁を保持し得る凹状の第１のカード収容部と、第２のカードの
一方の側縁を保持し得る凹状の第２のカード収容部と、前記第１のカード収容部に収容さ
れた前記第１のカードの一方の側縁の対向側の側縁と前記第２のカード収容部に収容され
た前記第２のカードの一方の側縁の対向側の側縁を同時に保持し得るスライド保持部を有
し、前記第１のカード収容部及び前記第２のカード収容部は、前記第１のカード収容部に
収容された前記第１のカード及び前記第２のカード収容部に収容された前記第２のカード
の厚み方向において互いに重なり合わないように、前記第１のカード収容部及び前記第２
のカード収容部に配置され、前記スライド保持部は前記厚み方向に直交する面の上をスラ
イドするカード保持機構を備えたことを特徴とする装置。
【請求項２】
　第１のカードの一方の側縁を保持する凹状の保持部を有した第１のカード収容部と、第
２のカードの一方の側縁を保持する凹状の保持部を有した第２のカード収容部と、前記第
１のカード収容部に収容された前記第１のカードの一方の側縁の対向側の側縁と前記第２
のカード収容部に収容された前記第２のカードの一方の側縁の対向側の側縁を同時に保持
し得るスライド保持部を有し、前記第１のカード収容部及び前記第２のカード収容部は、
前記第１のカード収容部に収容された前記第１のカード及び前記第２のカード収容部に収
容された前記第２のカードの厚み方向において互いに重なり合わないように、前記第１の
カード収容部及び前記第２のカード収容部に配置され、前記スライド保持部は前記厚み方
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向に直交する面の上をスライドし、
　前記スライド保持部は、前記第１のカード収容部に収容された第１のカードの対向側の
側縁を保持し、且つ、前記第２のカードの収容部に収容された第２のカードの対向側の側
縁を保持する第１の位置と、前記第１のカード収容部に収容された第１のカードの対向側
の側縁を保持しつつ、前記第２のカードの収容部を開放して前記第２のカードを収容可能
とする第２の位置と、前記第２のカード収容部に収容された第２のカードの対向側の側縁
を保持しつつ、前記第１のカードの収容部を開放して前記第１のカードを収容可能とする
第３の位置との間でスライドし得るカード保持機構を備えたことを特徴とする装置。
【請求項３】
　第１のカードの一方の側縁を保持するための隙間を有した略凹部状の第１のカード収容
部と、第２のカードの一方の側縁を保持するための隙間を有した略凹部状の第２のカード
収容部と、前記第１のカード収容部と前記第２のカード収容部の上方に配置され、前記第
１のカード収容部に収容された前記第１のカードの一方の側縁の対向側の側縁と前記第２
のカード収容部に収容された前記第２のカードの一方の側縁の対向側の側縁を同時に保持
し得る、前記第１のカード収容部や第２のカード収容部と別体で設けられたスライド保持
部を有し、前記第１のカード収容部及び前記第２のカード収容部は、前記第１のカード収
容部に収容された前記第１のカード及び前記第２のカード収容部に収容された前記第２の
カードの厚み方向において互いに重なり合わないように、前記第１のカード収容部及び前
記第２のカード収容部に配置され、前記スライド保持部は前記厚み方向に直交する面の上
をスライドし、
　前記スライド保持部材は、前記第１のカードの一方の側縁及びその対向側の側縁に対し
て略並行に、且つ、前記第２のカードの一方の側縁及びその対向側の側縁に対して略垂直
に、前記第１のカード収容部と第２のカード収容部の間をスライドし得るものであり、
　前記スライド保持部材は、前記第１のカード収容部に収容された第１のカードの対向側
の側縁を保持し、且つ、前記第２のカードの収容部に収容された第２のカードの対向側の
側縁を保持する第１の位置と、前記第１のカード収容部に収容された第１のカードの対向
側の側縁を保持しつつ、前記第２のカードの収容部を開放して前記第２のカードを収容可
能とする第２の位置と、前記第２のカード収容部に収容された第２のカードの対向側の側
縁を保持しつつ、前記第１のカードの収容部を開放して前記第１のカードを収容可能とす
る第３の位置との間でスライドし得るカード保持機構を備えたことを特徴とする装置。
【請求項４】
　前記スライド保持部材は、前記第１のカードの対向側の側縁についてはその全幅で、前
記第２のカードの対向側の側縁についてはその一部の幅でのみ保持する請求項３に記載の
装置。
【請求項５】
　前記スライド保持部材は、前記第１のカード収容部の隙間に前記第１のカードを挿入す
る方向に沿って面が取られている請求項３記載の装置。
【請求項６】
　前記スライド保持部材から、該スライド保持部材をスライドさせる際にユーザの指の力
が主にかかる領域以外の領域の一部が除去されている請求項３記載の装置。
【請求項７】
　前記第１のカード収容部の隙間に前記第１のカードを挿入する方向とは反対側に突出し
た状態で、前記第１のカード収容部の隙間の縁が曲線形状とされている請求項３記載の装
置。
【請求項８】
　前記スライド保持部材の下側に該スライド保持部材の下側を支持する支持部を設けた請
求項３記載の装置。
【請求項９】
　前記スライド保持部材に滑止めが設けられている請求項３記載の装置。
【請求項１０】
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　前記スライド保持部材は前記装置に略三角形状をなす三箇所で保持される請求項３記載
の装置。
【請求項１１】
　前記スライド保持部材に、前記第１の位置、第２の位置、または、第３の位置に対応し
て窪みを設け、前記スライド保持部材のスライドに応じて、前記第１の位置、または、第
２の位置、または、第３の位置で前記装置に設けた弾性部材を前記窪みにそれぞれ噛み合
わせる請求項３記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１の位置において前記弾性部材と噛み合う窪みは、前記第２の位置及び第３の位
置において前記弾性部材と噛み合う窪みよりも深い請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　前記スライド保持部材は、前記装置に接近させてそこに装着されるものであり、前記ス
ライド保持部材は凸部を有し、前記装置を組み立てた際に、前記装置の一部に設けた凹部
が前記凸部と係合し得る請求項３記載の装置。
【請求項１４】
　前記スライド保持部材は、該スライド保持部材がスライドしたときに形成し得るスライ
ド面に直交する方向において、少なくとも前記スライド保持部材が前記第２の位置にある
ときを除いて、前記第２のカード収容部に収容された前記第２のカードの所定の壁面と当
接して前記カードを前記第２のカード収容部に所定の力で保持し得る壁面を有しており、
該壁面には、前記スライド保持部材のスライド方向に対して並行とされた平坦部と、前記
スライド保持部材が前記第２の位置からスライドされたときに前記第２のカードの所定の
壁面から遠ざかる方向に傾斜している引き込み部が互いに連続して形成されている請求項
３記載の装置。
【請求項１５】
　前記平坦部と前記引き込み部の間は緩やかに連続している請求項１４記載の装置。
【請求項１６】
　前記スライド保持部材は、該スライド保持部材がスライドしたときに形成し得るスライ
ド面に直交する方向において、前記装置に接近されてそこに装着されるものであり、前記
装置には、前記装置から前記直交方向にて離れた位置で前記スライド面と並行に延びる水
平部分が設けられており、前記直交方向において前記スライド保持部材を前記装置に接近
させた後、前記スライド方向に前記スライド保持部材をスライドさせることにより前記ス
ライド保持部材を前記水平部分と前記装置との間に挟み込んで前記スライド保持部材を保
持する請求項３記載の装置。
【請求項１７】
　前記装置は、前記直交方向に弾性変位し得る弾性部材を有しており、該弾性部材は、前
記直交方向において前記スライド保持部材が前記装置に接近したときに、前記スライド保
持部材と衝突して前記直交方向において変位し、その後、前記スライド保持部材がスライ
ドされて前記スライド保持部材が前記水平部分と前記装置との間に挟み込まれるとともに
前記スライド保持部材との衝突が解除されたときに元の位置に戻って、前記スライド保持
部材が再び前記スライド方向に戻ることを防止する請求項１６記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カード保持機構、特に、２枚のカードを同時に保持することができるカード
保持機構を備えた装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話やホームビデオカメラ等の電子機器の中には、それらにカードを収容、保持し
た状態で操作を行うものがある。例えば、ある携帯電話では、発信者の契約情報が保存さ
れたＳＩＭカード（これを携帯電話に差し込むことによって通話が可能になる）や、ＭＭ
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Ｃカードやスマートメディア、メモリースティックといったデータ保存カードを、収容、
保持させた状態で操作を行う。従来、これらのカードは各カードそれぞれに１つずつ設け
られた保持機構によって保持されていた。
【０００３】
　しかしながら、各カードにそれぞれ１つずつ独立の保持機構を設けると、保持機構のた
めにかなりのスペースが必要となる。このことは、装置を小型化する上で大きな障害とな
り得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明はこの問題を解決するためになされたものであり、収容部に収容された、特に２
枚のカードを同時に保持することができるカード保持機構を備えた装置を提供することを
目的とする。また、この保持機構の使い勝手を改良するための様々な機能を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するため、本発明は、第１のカードの一方の側縁を保持し得る凹状の
第１のカード収容部と、第２のカードの一方の側縁を保持し得る凹状の第２のカード収容
部と、前記第１のカード収容部に収容された前記第１のカードの一方の側縁の対向側の側
縁と前記第２のカード収容部に収容された前記第２のカードの一方の側縁の対向側の側縁
を同時に保持し得るスライド保持部を有し、前記第１のカード収容部及び前記第２のカー
ド収容部は、前記第１のカード収容部に収容された前記第１のカード及び前記第２のカー
ド収容部に収容された前記第２のカードの厚み方向において互いに重なり合わないように
、前記第１のカード収容部及び前記第２のカード収容部に配置され、前記スライド保持部
は前記厚み方向に直交する面の上をスライドするカード保持機構を備えたことを特徴とし
ている。
【０００６】
　また、本発明は、第１のカードの一方の側縁を保持する凹状の保持部を有した第１のカ
ード収容部と、第２のカードの一方の側縁を保持する凹状の保持部を有した第２のカード
収容部と、前記第１のカード収容部に収容された前記第１のカードの一方の側縁の対向側
の側縁と前記第２のカード収容部に収容された前記第２のカードの一方の側縁の対向側の
側縁を同時に保持し得るスライド保持部を有し、前記第１のカード収容部及び前記第２の
カード収容部は、前記第１のカード収容部に収容された前記第１のカード及び前記第２の
カード収容部に収容された前記第２のカードの厚み方向において互いに重なり合わないよ
うに、前記第１のカード収容部及び前記第２のカード収容部に配置され、前記スライド保
持部は前記厚み方向に直交する面の上をスライドし、前記スライド保持部は、前記第１の
カード収容部に収容された第１のカードの対向側の側縁を保持し、且つ、前記第２のカー
ドの収容部に収容された第２のカードの対向側の側縁を保持する第１の位置と、前記第１
のカード収容部に収容された第１のカードの対向側の側縁を保持しつつ、前記第２のカー
ドの収容部を開放して前記第２のカードを収容可能とする第２の位置と、前記第２のカー
ド収容部に収容された第２のカードの対向側の側縁を保持しつつ、前記第１のカードの収
容部を開放して前記第１のカードを収容可能とする第３の位置との間でスライドし得るカ
ード保持機構を備えたことを特徴としている。
【０００７】
　更に、本発明は、第１のカードの一方の側縁を保持するための隙間を有した略凹部状の
第１のカード収容部と、第２のカードの一方の側縁を保持するための隙間を有した略凹部
状の第２のカード収容部と、前記第１のカード収容部と前記第２のカード収容部の上方に
配置され、前記第１のカード収容部に収容された前記第１のカードの一方の側縁の対向側
の側縁と前記第２のカード収容部に収容された前記第２のカードの一方の側縁の対向側の
側縁を同時に保持し得る、前記第１のカード収容部や第２のカード収容部と別体で設けら
れたスライド保持部を有し、前記第１のカード収容部及び前記第２のカード収容部は、前
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記第１のカード収容部に収容された前記第１のカード及び前記第２のカード収容部に収容
された前記第２のカードの厚み方向において互いに重なり合わないように、前記第１のカ
ード収容部及び前記第２のカード収容部に配置され、前記スライド保持部は前記厚み方向
に直交する面の上をスライドし、前記スライド保持部材は、前記第１のカードの一方の側
縁及びその対向側の側縁に対して略並行に、且つ、前記第２のカードの一方の側縁及びそ
の対向側の側縁に対して略垂直に、前記第１のカード収容部と第２のカード収容部の間を
スライドし得るものであり、前記スライド保持部材は、前記第１のカード収容部に収容さ
れた第１のカードの対向側の側縁を保持し、且つ、前記第２のカードの収容部に収容され
た第２のカードの対向側の側縁を保持する第１の位置と、前記第１のカード収容部に収容
された第１のカードの対向側の側縁を保持しつつ、前記第２のカードの収容部を開放して
前記第２のカードを収容可能とする第２の位置と、前記第２のカード収容部に収容された
第２のカードの対向側の側縁を保持しつつ、前記第１のカードの収容部を開放して前記第
１のカードを収容可能とする第３の位置との間でスライドし得るカード保持機構を備えた
ことを特徴としている。これらの構成により、２枚のカードを同時に保持することが可能
である。
【０００８】
　上記装置において、前記スライド保持部材は、前記第１のカードの対向側の側縁につい
てはその全幅で、前記第２のカードの対向側の側縁についてはその一部の幅でのみ保持す
るものであってもよい。これにより、特に第１のカードをその両端からしっかりと保持す
ることができる。
【０００９】
　また、上記装置において、前記スライド保持部材は、前記第１のカード収容部の隙間に
前記第１のカードを挿入する方向に沿って面が取られていてもよい。これにより、スライ
ド保持部材をよりスムーズにカード収容部に挿入し、或いは、取出すことができる。
【００１０】
　更に、上記装置において、前記スライド保持部材から、該スライド保持部材をスライド
させる際にユーザの指の力が主にかかる領域以外の領域の一部が除去されていてもよい。
これにより、スライド保持部材を不用意にスライドさせることを防止できる。
【００１１】
　また、上記装置において、前記第１のカード収容部の隙間に前記第１のカードを挿入す
る方向とは反対側に突出した状態で、前記第１のカード収容部の隙間の縁が曲線形状とさ
れていてもよい。これにより、第１のカード収容部の隙間へ第１のカードを収容するとき
に、その挿入をスムーズにすることができる。
【００１２】
　また、上記装置において、前記スライド保持部材の下側に該スライド保持部材の下側を
支持する支持部を設けてもよい。これにより、装置の破損を防止することができる。
【００１３】
　また、上記装置において、前記スライド保持部材に滑止めが設けられていてもよい。
【００１４】
　また、上記装置において、前記スライド保持部材は前記装置に略三角形状をなす三箇所
で保持されてもよい。これにより、寸法の許容度を比較的大きくすることができる。また
、スライド保持部材のスライドの制御がし易くなり、また、その動作を安定させることが
できる。
【００１５】
　また、上記装置において、前記スライド保持部材に、前記第１の位置、第２の位置、ま
たは、第３の位置に対応して窪みを設け、前記スライド保持部材のスライドに応じて、前
記第１の位置、または、第２の位置、または、第３の位置で前記装置に設けた弾性部材を
前記窪みにそれぞれ噛み合わせるようにしてもよい。また、これら第１の位置と第２の位
置の間の部分や、第２の位置と第３の位置の間の部分は、曲線状に形成されていてもよい
。これにより、スライド保持部をスライドさせるために必要な力を均等にすることができ
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る。更に、上記装置において、前記第１の位置において前記弾性部材と噛み合う窪みは、
前記第２の位置及び第３の位置において前記弾性部材と噛み合う窪みより深くしてもよい
。これにより、ユーザに第１乃至第３の各位置において、所定のクリック感を与えること
ができる。
【００１６】
　また、上記装置において、前記スライド保持部材は、前記装置に接近させてそこに装着
されるものであり、前記スライド保持部材は凸部を有し、前記装置を組み立てた際に、前
記装置の一部に設けた凹部が前記凸部と係合し得るようにしてもよい。これにより、スラ
イド保持部材を装置の所定位置に確実に位置決めすることができる。
【００１７】
　また、上記装置において、前記スライド保持部材は、該スライド保持部材がスライドし
たときに形成し得るスライド面に直交する方向において、少なくとも前記スライド保持部
材が前記第２の位置にあるときを除いて、前記第２のカード収容部に収容された前記第２
のカードの所定の壁面と当接して前記カードを前記第２のカード収容部に所定の力で保持
し得る壁面を有しており、該壁面には、前記スライド保持部材のスライド方向に対して並
行とされた平坦部と、前記スライド保持部材が前記第２の位置からスライドされたときに
前記第２のカードの所定の壁面から遠ざかる方向に傾斜している引き込み部が互いに連続
して形成されていてもよい。また、前記平坦部と前記引き込み部の間は緩やかに連続して
いてもよい。これにより、第２のカード収容部において第２のカードを所定の力で保持す
ることができる。
【００１８】
　また、上記装置において、前記スライド保持部材は、該スライド保持部材がスライドし
たときに形成し得るスライド面に直交する方向において、前記装置に接近されてそこに装
着されるものであり、前記装置には、前記装置から前記直交方向にて離れた位置で前記ス
ライド面と並行に延びる水平部分が設けられており、前記直交方向において前記スライド
保持部材を前記装置に接近させた後、前記スライド方向に前記スライド保持部材をスライ
ドさせることにより前記スライド保持部材を前記水平部分と前記装置との間に挟み込んで
前記スライド保持部材を保持するようにしてもよい。
【００１９】
　また、上記装置において、該装置は、前記直交方向に弾性変位し得る弾性部材を有して
おり、該弾性部材は、前記直交方向において前記スライド保持部材が前記装置に接近した
ときに、前記スライド保持部材と衝突して前記直交方向において変位し、その後、前記ス
ライド保持部材がスライドされて前記スライド保持部材が前記水平部分と前記装置との間
に挟み込まれるとともに前記スライド保持部材との衝突が解除されたときに元の位置に戻
って、前記スライド保持部材が再び前記スライド方向に戻ることを防止するようにしても
よい。
【発明の効果】
【００２０】
　２枚のカードを同時に保持することができるカード保持機構を備えた装置を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】カード保持機構を有した携帯電話の部品の一部を示す斜視図である。
【図２】携帯電話の裏側の斜視図である。
【図３】ＳＩＭカードをＳＩＭカードスロットに収容する方法を説明する図である。
【図４】ＭＭＣカードをＭＭＣカードスロットに収容する方法を説明する図である。
【図５】スライド保持部材によるＳＩＭカードとＭＭＣカードの保持場所を示す図である
。
【図６】カードハウジングの一部拡大概略斜視図である。
【図７】スライド保持部材の表側の平面図である。



(7) JP 4504919 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

【図８】スライド保持部材の裏側の斜視図である。
【図９】スライド保持部材が正にカードハウジングに装着される直前の状態を示す斜視図
である。
【図１０】スライド保持部材が正にカードハウジングに装着されたときの、スライド保持
部材の装着案内突起、第１ガイド突起、第２ガイド突起、及び保持フックの、カードハウ
ジングにおけるそれぞれの位置を示す図である。
【図１１】スライド保持部材を横方向にスライドさせた状態を示す斜視図である。
【図１２】図１１に示す状態の下での、図１０に相当する図である。
【図１３】スライド保持部材を縦方向にスライドさせた状態を示す斜視図である。
【図１４】図１３の状態を別角度からみた斜視図である。
【図１５】図１３に示す状態の下での、図１０に相応する図である。
【図１６】スライド保持部材を更に縦方向にスライドさせた状態を示す斜視図である。
【図１７】図１６に示す状態の下での、図１０に相応する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の一実施形態によるカード保持機構の、特に携帯電話への応用例を説明する。た
だし、このカード保持機構は携帯電話に限らず、ホームビデオカメラ等、他の様々な機器
に応用できる。故に、以下の実施形態は、本発明を携帯電話に限定することを意図するも
のではない。
１．組立等
　図１に、カード保持機構を有した携帯電話の部品の一部を斜視図で示す。このカード保
持機構１には、主に、カードハウジング３とスライド保持部材５が含まれ、更に、周辺部
品として、携帯電話の裏側カバー７と携帯電話の本体が含まれる。尚、カード保持機構と
いう観点からみた場合、裏側カバー７は、スライド保持部材５がカードハウジング３から
外れるのを防ぐだけのものということができる。
【００２３】
　この携帯電話の組立方法を簡単に説明する。先ず、図示矢印ア方向にて、カードハウジ
ング３とスライド保持部材５を接近させて、互いに装着し、次いで、図示矢印イ方向にて
、カードハウジング３と携帯電話の裏側カバー７を接近させて、ネジ穴３１やネジ（図示
されていない）を利用して互いに固定する。最後に、裏側カバー７を主要な電気モジュー
ルが配置された携帯電話の本体（図２参照）に、図示矢印アと同方向にて、互いに固定す
ればよい。尚、カードハウジング３とスライド保持部材５を装着する際の接近方向、ある
いは、カードハウジング３と携帯電話の裏側カバー７との接近方向は、スライド保持部材
５がスライドしたときにこのスライド保持部材５によって形成し得るスライド面に直交す
る方向となっている。
【００２４】
２．ＳＩＭカード、ＭＭＣカードの収容、保持
　図２に、完成した携帯電話の特に裏側の斜視図を示す。略凹部状のＳＩＭカードスロッ
ト１１とＭＭＣカードスロット１３が形成されているのが分かるだろう。これらの各スロ
ットに、それぞれ、ＳＩＭカード１１０やＭＭＣカード１３０（図３、図４参照）を収容
することができる。したがって、この携帯電話には、一度に２枚のカードを収容させるこ
とができる。ＳＩＭカードやＭＭＣカードが、ＳＩＭカードスロット１１やＭＭＣカード
スロット１３に収容されたとき、ＳＩＭカードやＭＭＣカードの表面に露出して設けられ
た各端子（図示されていない）は、ＳＩＭカードスロット１１やＭＭＣカードスロット１
３に露出された（携帯電話の本体に露出して設けられた）各端子１１１、１３１等とそれ
ぞれ対応付けられて、互いに電気的に接続され得る。スライド保持部材５は、所定のスラ
イド方向、つまり、図示矢印ウ及びエ方向において、ＳＩＭカードスロット１１とＭＭＣ
カードスロット１３の間を自由にスライド可能である。尚、図２に示されたカードハウジ
ング３におけるスライド保持部材５の位置を、ここでは特に、便宜上、「ホーム位置」と
呼ぶことにする。
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【００２５】
　図３を参照して、ＳＩＭカードをＳＩＭカードスロットに収容する方法を詳細に説明す
る。先ず、ホーム位置にあるスライド保持部材５を図示矢印ウ方向にスライドさせ、ＳＩ
Ｍカードスロット１１を完全に開いた状態とする。このときのカードハウジング３におけ
るスライド保持部材５の位置を、便宜上、「ＳＩＭカードスロット開放位置」と呼ぶこと
にする。その後、ＳＩＭカード１１０の前縁を、ＳＩＭカードスロット１１の隙間１１３
（図６にもよく示されている）に、斜め上、つまり、図示矢印カ方向から挿入して、そこ
に保持し、次いで、ＳＩＭカード１１０の後縁付近を、ＳＩＭカードスロット１１に露出
して設けられた端子１１１等（図２参照）の側に、つまり、図示矢印キ方向に押し付ける
。最後に、スライド保持部材５を図示矢印エ方向にスライドさせて終了である。尚、ＳＩ
Ｍカード１１０をＳＩＭカードスロット１１から取出すには、上と逆の手順をふめばよい
。
【００２６】
　図４を参照して、ＭＭＣカード１３０をＭＭＣカードスロット１３に収容する方法を詳
細に説明する。先ず、ホーム位置にあるスライド保持部材５を図示矢印エ方向にスライド
させ、ＭＭＣカードスロット１３を完全に開いた状態とする。便宜上、このときのカード
ハウジング３におけるスライド保持部材５の位置を「ＭＭＣカードスロット開放位置」と
呼ぶことにする。その後、ＭＭＣカード１３０の一方の側縁を、ＭＭＣカードスロット１
３の隙間１３３に、斜め上、つまり、図示矢印ク方向から挿入して、そこに保持し、次い
で、ＭＭＣカード１３０の一方の側縁の対向側の側縁付近を、ＭＭＣカードスロット１３
に露出して設けられた端子１３１等（図２参照）の側に、つまり、図示矢印ケ方向に押し
付ける。最後に、スライド保持部材５を図示矢印ウ方向にスライドさせて終了である。こ
のとき、ＳＩＭカードが既に収容されている場合には、スライド保持部材５を、ホーム位
置を超えてＳＩＭカードスロット開放位置までスライドさせてしまわないように注意する
。ＳＩＭカードスロット開放位置までスライド保持部材５をスライドさせてしまうと、既
に収容したＳＩＭカード１１０が外に飛び出す危険があるためである。逆にＭＭＣカード
を先に収容した場合も同様である。
【００２７】
　図５によく示されているように、本発明によれば、ＳＩＭカード１１０とＭＭＣカード
１３０は、スライド保持部材５によって、それらの上方において同時に保持される。更に
言えば、ＳＩＭカード１１０に関しては、スライド保持部材５を保持場所１１５Ａ、１１
５Ｂに対して略並行にスライドさせることにより、一方の側縁をＳＩＭカードスロットの
隙間１１３である保持場所１１５Ｂに保持した状態で、その対向側の側縁を、その上方は
スライド保持部材５によってその下方はＳＩＭカードスロット１１によってそれぞれ保持
場所１１５Ａに保持することができる。この結果、ＳＩＭカード１１０は、互いに並行に
並んだ保持場所１１５Ａ、１１５Ｂにおいて、その両側の全幅で確実に保持されることに
なる。
【００２８】
　また、ＭＭＣカード１３０に関しては、スライド保持部材５を、保持場所１３５Ａ、１
３５Ｂに対して略垂直にスライドさせることにより、一方の側縁をＳＩＭカードスロット
の隙間１３３である保持場所１３５Ａに保持した状態で、その対向側の側縁を、その上方
はスライド保持部材５によってその下方はＭＭＣカードスロット１３によってそれぞれ保
持場所１３５Ｂに保持することができる。この結果、ＭＭＣカード１３０は、互いに並行
に並んだ保持場所１３５Ａ、１３５Ｂにおいて、その両側で確実に保持されることになる
。
【００２９】
　よく知られているように、ＳＩＭカード１１０は、熱によって変形する危険が高く、ま
た、薄く破壊され易いという欠点があるが、本発明によれば、ＳＩＭカード１１０の対向
する両側側縁がそれらの全幅で確実に保持されるため、それを安定して保持することがで
きる。一方、ＭＭＣカード１３０は、ＳＩＭカード１１０に比べて堅固であり、また、Ｓ
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ＩＭカード１１０のように熱によって曲がる危険も少ないため、一方の側縁、即ち、端子
１３１等を設けた一方の側縁のみ全幅１３５Ａで保持し、対向側の側縁はその一部の幅１
３５Ｂでのみ保持すれば、十分である。
【００３０】
３．カードハウジング、スライド保持部材
　図６を参照してカードハウジングの詳細を説明する。この図は、カードハウジングの一
部拡大概略斜視図である。
【００３１】
３－１．カードハウジング
１）全体構成
　カードハウジング３は、樹脂等で一体成形されていてもよい。カードハウジング３は、
主に、電子モジュール形成部３０と、ＳＩＭカードスロット１１のほぼ全ての部分を形成
するＳＩＭカードスロット形成部３４、更に、ＭＭＣカードスロット１３の一部を形成す
るＭＭＣカードスロット形成部３８から成る。
【００３２】
　電子モジュール形成部３０の裏側には、携帯電話を組み立てた際に、携帯電話の本体に
設けた様々な電子モジュールが配置される。携帯電話の組立後に、この電子モジュール形
成部３０の上に、製品シール等を貼り付けてもよい。
【００３３】
　ＳＩＭカードスロット形成部３４に形成された、ＳＩＭカードが挿入される隙間１１３
は、カードハウジング３の上板３４１と下板３４２から形成されている。これら上板３４
１と下板３４２の縁３４３、３４４は、ＳＩＭカードの挿入をよりスムーズにするために
、ＳＩＭカードの挿入方向とは反対側に突出した状態で曲線形状とされている。これらの
縁３４３、３４４は略同じ曲線形状を有するが、特に、下板の縁３４４は、上板の縁３４
３より手前、即ち、ＳＩＭカードの挿入方向におけるより手前の位置に位置付けられてい
る。これにより、ＳＩＭカードの挿入をよりスムーズに行うことができる。ＳＩＭカード
スロット形成部３４には、携帯電話の本体に設けた端子１１１（図２参照）等を露出させ
るため、その中心に比較的大きな穴３４５が設けられている。端子１１１等は、カードハ
ウジング３が携帯電話の本体に固定された後もこの穴３４５を通じて、図２に示したよう
に露出した状態とされる。
【００３４】
　ＭＭＣカードスロット形成部３８では、携帯電話の本体に設けた端子１３１等を露出さ
せるため、それらの付近にカードハウジング３が存在しない状態とされている。別の言い
方をすれば、カードハウジング３は、ＭＭＣカードスロット領域の略半分を形成するだけ
のものである。したがって、ＭＭＣカードが挿入される上述した隙間１３３（図４を参照
して説明した）は、カードハウジング３（のＭＭＣカードスロット形成部３８）によって
形成されておらず、携帯電話の本体によって形成されている。
【００３５】
２）ガイドスリット、ガイドレール
　スライド保持部材５を保持、案内するため、第１ガイドレール３４６、第１ガイドスリ
ット３００、第２ガイドレール３８０、第２ガイドスリット３８２が設けられている。ガ
イドレール３４６、３８０は、単なる溝として設けられ、貫通した状態では設けられてい
ない。一方、ガイドスリット３００、３８２は、カードハウジング３を貫通した状態で設
けられている。これらのガイドレール及びガイドスリットは、互いに略同じ長さで、且つ
、スライド保持部材５のスライド方向に設けられている。
【００３６】
　特に、第１ガイドレール３４６は、ＳＩＭカードスロット形成部３４の一方の側に設け
られている。
【００３７】
　第１ガイドスリット３００は、電子モジュール形成部３０とＳＩＭカードスロット形成
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部３４によって形成されている。更に言えば、この第１ガイドスリット３００は、電子モ
ジュール形成部３０の一方の垂直壁面３０２とＳＩＭカードスロット形成部３４の一方の
垂直壁面３４７との間に平面方向において多少の隙間３０３を設けることにより、且つ、
より上方に位置する電子モジュール形成部３０とより下方に位置するＳＩＭカードスロッ
ト形成部３４とによって上下方向に所定の隙間３０５を設けることによって、形成されて
いる。前者の隙間３０３は、カードハウジング３にスライド保持部材５を装着するときに
、その装着を平面方向においてある程度の余裕をもって行わせるのに役立つ。一方、後者
の隙間３０５は、カードハウジング３にスライド保持部材５を装着するとき、または、そ
の後に、スライド保持部材５をそこに保持するのに役立つ。
【００３８】
　第２ガイドレール３８０は、ＭＭＣカードスロット形成部３８の一方の側に設けられて
いる。
【００３９】
　第２ガイドスリット３８２も、ＭＭＣカードスロット形成部３８の一方の側に設けられ
ているが、この第２ガイドスリット３８２は、第２ガイドレール３８０よりも、ＭＭＣカ
ードスロット形成部３８に近い側に配置されている。この第２ガイドスリット３８２は、
第２ガイドレール３８０の一部及び第２ガイドレール３８０の残りの部分に沿って延びる
板状突出部３８４と、ＭＭＣカードスロット形成部３８とによって形成されている。更に
言えば、第２ガイドスリット３８２は、第２ガイドレール３８０の一部の壁面３８６及び
板状突出部の壁面３８８と、ＭＭＣカードスロット形成部３８の一方の壁面３９０との間
において平面方向において多少の隙間３８１を設けることにより、且つ、より上方に位置
する板状突出部３８４とより下方に位置するＭＭＣカードスロット形成部３８によって上
下方向に所定の隙間３８３を設けることによって、形成されている。前者の隙間３８１は
、カードハウジング３にスライド保持部材５を装着するときに、その装着を平面方向にお
いてある程度の余裕をもって行わせるのに役立つ。一方、後者の隙間３８３は、カードハ
ウジング３にスライド保持部材５を装着するとき、または、その後に、スライド保持部材
５をそこに保持するのに役立つ。尚、図面には特に示していないが、上述した第２ガイド
レール３８０の一部の壁面３８６には、スライド保持部材５（後述する保持フック７２）
の装着をスムーズにするために、第２ガイドスリット３８２の下方に向かって傾斜面が形
成されていてもよい。
【００４０】
　スライド保持部材５は、第１ガイドレール３４６、第１ガイドスリット３００、第２ガ
イドレール３８０及び第２ガイドスリット３８２が配置された四箇所、実質的には第２ガ
イドレール３８０と第２ガイドスリット３８２は同じ場所とみることができるから、略三
角形状を成す三箇所において、位置決め、保持される。この結果、二箇所でのみ位置決め
、保持を行う場合に比べて、寸法の許容度を比較的大きくすることが可能である。更に言
えば、その位置決め、保持などのために、ガイド突起やガイドレール等の寸法を厳密に調
整する必要がなくなり、比較的余裕を持たせた状態とすることができる。また、この結果
、スライド保持部材のスライドの制御が容易となり、その動作を安定させることもできる
。
【００４１】
　これらのガイドレールとガイドスリットのうち、カードハウジング３とスライド保持部
材５を装着する際にスライド保持部材５が最初に案内される部分、即ち、装着案内部３４
８、３０４、３９２、３９４は、横方向（図示サ矢印方向）に多少延長した状態で形成さ
れている。一方、その後に、スライド保持部材５が案内される部分、即ちスライド案内部
３４９、３０６、３９６、３９８は、縦方向（図示矢印シ方向）に比較的長く延長した状
態で形成されている。
【００４２】
３）ロッキングレバー、保持リブ
　第１ガイドレール３４６の横、特に、第１ガイドレール３４６の装着案内部３４８の横
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に、ロッキングレバー３５０と保持リブ３５１が互いに隣接して設けられている。
【００４３】
　ロッキングレバー３５０は、垂直方向（換言すれば、スライド保持部材がスライドした
ときにこのスライド保持部材によって形成され得るスライド面に直交する方向。以下、同
様）、つまり、図示矢印ス方向に弾性変位可能とされている。この変位に伴って、ロッキ
ングレバー３５０の先端に設けた表側ロックタブ３５２が上下に動く。スライド保持部材
５をカードハウジング３に装着するとき、ロッキングレバー３５０は下方向に変位され、
一方、スライド保持部材５がカードハウジング３に完全に装着された後は、上方向に復帰
する。この動きによって、ロッキングレバー３５０及び表側ロックタブ３５２は、スライ
ド保持部材５がカードハウジング３に完全に装着された後は、スライド保持部材５がその
装着を解除するような位置にスライドして戻ることを防止する。尚、図面には特に示して
いないが、ロッキングレバー３５０を挟んで表側ロックタブ３５２の対向側に裏側ロック
タブが設けられており、携帯電話の組み立て後は、この裏側ロックタブが携帯電話の本体
の一部と当接して、表側ロックタブ３５２が再び下方に動くことが防止される。故に、ス
ライド保持部材５がカードハウジング３との装着を解除する位置に戻ることも防止される
。
【００４４】
　保持リブ３５１は、カードハウジング３から垂直方向に延びており、更に、そこから水
平方向（換言すれば、スライド保持部材５がスライドしたときにこのスライド保持部材に
よって形成され得るスライド面に並行な方向。以下、同様）において、カードハウジング
３の内側に向かって延びている。このような形状により、スライド保持部材５をカードハ
ウジング３に装着させるときに、スライド保持部材５の一部を水平方向に延びる部分の下
に位置付けて、換言すれば、スライド保持部材５の一部をカードハウジング３と保持リブ
３５１との間に挟み込むようにして、スライド保持部材５のカードハウジング３からの抜
け落ちを防止するものである。
【００４５】
４）スプリングレバー
　ガイドレールの横、特に、第１ガイドレール３４６のスライド案内部の横に、スプリン
グレバー３５３が設けられている。スプリングレバー３５３は、少なくとも水平方向、つ
まり、図示矢印ソ方向において、弾性変位可能とされている。このスプリングレバー３５
３は、スライド保持部材５がカードハウジング３に装着された後に、スライド保持部材５
を、所定位置に保持するのに役立つ。即ち、スプリングレバー３５３の先端に設けられた
円形タブ３５４が、スライド保持部材５の所定部分と噛み合って、スライド保持部材５を
所定位置に所定の力で保持する。
【００４６】
３－２．スライド保持部材
　図７、図８を参照して、スライド保持部材の詳細を説明する。図７は、スライド保持部
材の表側の平面図、図８は、その裏側の斜視図である。尚、スライド保持部材５は、樹脂
等で一体成形されていてもよい。
【００４７】
１）面取り
　ＳＩＭカードをＳＩＭカードスロットに収容する際の挿入若しくは取出しをスムーズに
するため、スライド保持部材５の、特にＳＩＭカードスロット１１側の側縁５０は、ＳＩ
Ｍカードスロット１１の隙間１１３（図３参照）へ挿入する（若しくは隙間１１３からの
取出す）方向に沿って面が取られている、換言すれば、そこに傾斜面が形成されている。
２）グリップ溝
【００４８】
　スライド保持部材５には、ユーザの指等の滑止めとして、スライド保持部材５をスライ
ドさせる際にユーザの指等が触れる部分にグリップ溝５２が設けられている。更に、スラ
イド保持部材５の表面領域のうち、スライド保持部材５をスライドさせる際にユーザの指
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の力が主にかかるのは、スプリングレバー３５３側の領域と考えられるため、それ以外の
領域については、不用意に指等を引掛けてしまうことがないよう、また、それを意図的に
つかんで、はずしてしまわないよう、一部（一点鎖線で示した部分）５４が除去されてい
る。
【００４９】
３）略半円窪み
　カードハウジング３のスプリングレバー３５３に対応して、スライド方向に沿って、ス
ライド保持部材５の側縁に３つの略半円窪み５６、５７、５８が設けられている。スライ
ド保持部材５のスライドに応答して、スプリングレバー３５３の先端に設けた円形タブ３
５４の側面が、そのスプリングレバー３５３の弾力によってこれら３つの窪み５６、５７
、５８に順次に噛み合い、スライド保持部材５を、それぞれ、ＭＭＣカードスロット開放
位置、ホーム位置、及び、ＳＩＭカードスロット開放位置に保持し得る。各位置において
、スライド保持部材５は、スプリングレバー３５３の弾力によって所定の力で保持される
。明らかなように、円形タブ３５４が各略半円窪み５６、５７、５８と噛み合わされたと
き、スプリングレバー３５３の弾力によって、ユーザは所定の大きさのクリック感を感じ
取ることができる。特に、スライド保持部材５をホーム位置に保持する略半円窪み５７は
、他の半円窪み５６、５８に比べて、やや深い窪みとなっているため、ユーザは、より大
きなクリック感を感じ取ることができる。これとは逆に、略半円窪み５６、５８は略半円
窪み５７に比べて、やや浅い窪みとなっているため、ユーザは、スライド保持部材５とそ
れらの略半円窪み５６、５８の噛み合わせをスムーズに解除することができる。更に、窪
み５６と窪み５７の間の部分５６’、窪み５７と窪み５８の間の部分５７’が、それぞれ
、曲線状となっている点にも注意していただきたい。スプリングレバー３５３の加圧力は
変位によって変わるため、それらスライド方向へのベクトルを考慮すると、直線のスロー
プではスライド力が徐々に大きくなってしまうためである。これに対し、本発明のように
、窪みの間の部分５６’、５７’を曲線状とした場合、スライド保持部をスライドさせる
のに必要な力を均等にすることができる。尚、最も下側に設けた略半円窪み５９は、スラ
イド保持部材５をカードハウジング３に装着する際に、その装着がスライド保持部材５の
部分によって妨げられることがないようにするためだけのもので、スプリングレバー３５
３との噛み合わせを目的としたものではない。更に言えば、スライド保持部材５をカード
ハウジング３に装着する際に邪魔にならないように、そのような形状としただけのもので
ある。
【００５０】
４）コ状突出部等
　スライド保持部材５の表面から突出した状態でコの字状の凸部６０と円柱状の凸部６２
（後述する図９等にも示されている）が設けられている。カードハウジング３にスライド
保持部材５を装着した後に、裏側カバー７を固定する際、これらの凸部６０、６２が、裏
側カバー７の所定の凹部（図示されていない）と係合し、且つ、これら凸部６０、６２の
内側位置、つまり線６４で示す位置に沿って、カバー７の所定の部分がその上部から抑え
付けられる。この結果、スライド保持部材５は裏側カバー７の所定位置に位置決めされ、
且つ、カードハウジング３からのスライド保持部材５の抜け落ちも効果的に防止される。
【００５１】
５）ガイド板、装着案内突起、ガイド突起、保持フック
　カードハウジング３に設けられた、第１ガイドレール３４６、第１ガイドスリット３０
０、第２ガイドレール３８０、第２ガイドスリット３８２（図６参照）にそれぞれ対応し
て、スライド保持部材５に、４つの突起、即ち、第１ガイド突起６６、ガイド板６８、第
２ガイド突起７０、及びＪ字形の保持フック７２が設けられている。特に、第１ガイド突
起６６が押圧部７４に設けられている点にも着目したい。この点は、後述するカードハウ
ジング３のロッキングレバー３５０（表側ロックタブ３５２）との関係で重要である。
　これらの突起のうち、第１ガイド突起６６と第２ガイド突起７０は、スライド保持部材
５から単に垂直に突出した状態で設けられている。これらは、それぞれ、カードハウジン
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グ３の第１ガイドレール３４６と第２ガイドレール３８０の上をスライドし得る。一方、
ガイド板６８は水平方向に延びており、また、保持フック７２も同様に、水平方向に延び
る部分７３を有する。これらは、カードハウジング３にスライド保持部材５が完全に装着
されたときに、それらの水平方向に延びる部分が上述したカードハウジング３の隙間と噛
み合った状態で、第１ガイドスリット３００と第２ガイドスリット３８２をスライドし得
る。
【００５２】
　明らかなように、スライド保持部材５は、これら４つの部分、実質的には第２ガイド突
起７０と保持フック７２は同じ突起とみることができるから略三角形状を成す３つの部分
において、カードハウジング３に位置決めされ、スライドされ、保持され得る。したがっ
て、上述したように、それら位置決め等をある程度の余裕をもって行うことができる。
【００５３】
　尚、これらの部分のうち、第１ガイド突起６６、第２ガイド突起７０、及び保持フック
７２は、カードハウジング３にスライド保持部材５を装着する際に、それらの間の位置決
めに役立つ。ガイド板６８は位置決めとは直接関係しないが、ガイド板６８の先端に設け
た装着案内突起６９がこの役目を果たす。装着案内突起６９は、この位置決めのためにの
み使用され、スライドには何ら寄与しない。
【００５４】
６）引き込み部
　保持フック７２から連続して垂直方向に延びる壁面に、スライド保持部材のスライド方
向に対して並行とされた平坦部７７と、スライド保持部材のスライド方向に対してやや傾
斜して設けられた引き込み部７６が形成されている。
【００５５】
　これら引き込み部７６または平坦部７７は、ＭＭＣカードスロットにおいてＭＭＣカー
ドを所定の力で保持するのに役立つ。更に言えば、これら引き込み部７６または平坦部７
７は、スライド保持部材５がＭＭＣカードスロット開放位置にあるときを除いて、ＭＭＣ
カードの所定の壁面と当接し、ＭＭＣカードを、それらと、携帯電話の所定の壁面（更に
言えば、ＭＭＣカードがＭＭＣカードスロットの隙間１３３に挿入されたときに衝突し得
る隙間１３３内部の壁面）との間に挟み込んで、所定の力で保持し得る。尚、引き込み部
７６は、平坦部７７よりも手前側、即ち、ＭＭＣカードスロット開放位置から動かされた
ときにＭＭＣカードと最初に当接する側に設けられている。また、引き込み部７６の傾斜
方向は、ＭＭＣカード開放位置からホーム位置（ＳＩＭカード開放位置）に向かう方向に
おいて、上述した携帯電話の所定の壁面から（ＭＭＣカードスロット１３に収容されたＭ
ＭＣカードの壁面からみた場合も同様である）遠ざかる方向とされている。
【００５６】
　これら引き込み部７６と平坦部７７は、ＭＭＣカードの保持力を微調整するのに役立つ
。なぜなら、ＭＭＣカードが引き込み部７６によって保持されているとき、ＭＭＣカード
は、その引き込み部７６と、携帯電話の所定の壁面との間の比較的狭い幅で保持され、よ
り強固にそこに保持されることになり、一方、ＭＭＣカードが平坦部７７によって保持さ
れているとき、ＭＭＣカードは、その平坦部７７と、携帯電話の所定の壁面との間の比較
的広い幅で保持され、より緩くそこに保持されることになるからである。尚、これら引き
込み部７６と平坦部７７の境界部７８は、比較的緩やかに連続しているため、引き込み部
７６によってＭＭＣカードを保持する状態から平坦部７７によってＭＭＣカードを保持す
る状態に変わるときに、ユーザに、スライド保持部材５がＭＭＣカードに衝突した感覚を
与えてしまうことはない。
【００５７】
４．動作
　図９乃至図１７を参照して、カード保持機構の動作等を説明する。これらの図は、図９
と図１０、図１１と図１２、図１３～１５、図１６と図１７で、それぞれ組みを成すもの
であって、カードハウジングとスライド保持部材との関係を時間の経過とともに示してい
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る。
【００５８】
　図９は、スライド保持部材が正にカードハウジングに装着される直前の状態を示す斜視
図であり、図１０は、スライド保持部材が正にカードハウジングに装着されたときの、ス
ライド保持部材の装着案内突起、第１ガイド突起、第２ガイド突起、及び保持フックの、
カードハウジングにおけるそれぞれの位置を簡略化して示したものである。
【００５９】
　これらの図から明らかなように、スライド保持部材が正にカードハウジング３に装着さ
れる直前の状態にあるとき、装着案内突起６９、第２ガイド突起７０、及び保持フック７
２は、それぞれ、カードハウジングの第１ガイドスリット３００、第２ガイドレール３８
０、及び第２ガイドスリット３８２の各装着案内部３０４、３９２、３９４の略真上に位
置付けられる。従って、この状態で、スライド保持部材が更にカードハウジング３に接近
されたとき、それら装着案内突起６９、第２ガイド突起７０、及び保持フック７２は、そ
れぞれ、各装着案内部３０４、３９２、３９４にスムーズに案内されることになる。
【００６０】
　一方、第１ガイド突起６６は、装着案内部３４８から多少外れた位置、つまり、装着案
内部３４８の略真上ではなく、ロッキングレバー３５０の表側ロックタブ３５２付近に位
置づけられている。したがって、この状態で、スライド保持部材がカードハウジング３に
接近されたとしても、第１ガイド突起６６は、装着案内部３４８に案内されることはない
。しかしながら、これは単にロッキングレバー３５０を設ける関係でこのような位置関係
となっているだけで、この点に重要な意味はない。注目すべきは、第１ガイド突起６６を
設けた押圧部７４（点線で示されている）が、表側ロックタブ３５２の上部、即ち、その
表側ロックタブ３５２と衝突するような位置に位置付けられている点である。押圧部７４
をこのような位置に位置付けることにより、スライド保持部材５とカードハウジング３の
接近に伴って、表側ロックタブ３５２は押圧部７４によって、下方向、つまり図示矢印タ
方向に押されることになる。この結果、表側ロックタブ３５２は、徐々に下方に移動され
る。
【００６１】
　図１１は、表側ロックタブを下方に十分に移動させた状態で、スライド保持部材を横方
向、即ち、図示矢印チ方向にスライドさせたときの状態を示す斜視図である。尚、図１２
は、図１０に相応する図である。
【００６２】
　図１１によく示されるように、この横方向のスライドに応答して、スライド保持部材５
の第１ガイド板６８は、電子モジュール形成部３０の下側、更に言えば電子モジュール形
成部３０とＳＩＭカードスロット形成部３４によって形成された隙間３０５にもぐり込む
。この結果、スライド保持部材５が、その片側をカードハウジング３によって保持された
状態となる。
【００６３】
　また、図１２によく示されるように、この横方向のスライドに応答して、スライド保持
部材５の装着案内突起６９、第１ガイド突起６６、第２ガイド突起７０、及び保持フック
７２は、カードハウジング３の各装着案内部３０４、３４８、３９２、３９４から各スラ
イド案内部３０６、３４９、３９２、３９８へ略同時に移動する。第１ガイド突起６６は
、このような状態になったときに初めて、対応する第１ガイドレール３４６の装着案内部
３４８に嵌まるとともに、そのスライド案内部３４９へスライドされることになる。尚、
これらの図に示す状態にあっても、表側ロックタブ３５２は下方に移動されたままである
。
【００６４】
　図１３は、図１１、１２に示す状態から、スライド保持部材を縦方向、即ち、図示矢印
ツ方向にスライドさせ、スライド保持部材がカードハウジングに完全に装着されたときの
状態を示す斜視図である。図１４は、これを別角度からみた斜視図である。図１５は、図
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１０に相応する図である。尚、これらの図に示したスライド保持部材の位置は、上述した
ＭＭＣカードスロット開放位置に対応している。
【００６５】
　図１３によく示されるように、縦方向のスライドに応答して、カードハウジング３のロ
ッキングレバー３５０を変位させていた押圧部７４と表側ロックタブ３５２との衝突が解
除され（押圧部７が取り除かれ）、この結果、ロッキングレバー３５０は、図示矢印テ方
向にパチンと戻る。この結果、ロッキングレバー３５０の表側ロックタブ３５２が、押圧
部７４の上縁付近に押圧部７４と略同じ高さ位置で突出した状態で配置され、スライド保
持部材５が、再び、スライド保持部材５とカードハウジング３との装着を解除するような
位置にスライドするのを防止する、更に言えば、スライド保持部材５が、再び、図示矢印
ツと反対方向にスライドすることを防止する。この場合、たとえ、スライド保持部材５が
、図示矢印ツ方向と反対方向にスライドされようとしても、スライド保持部材５の押圧部
７４が表側ロックタブ３５２と衝突してしまうため、表側ロックタブ３５２が再び下方に
移動されない限り、そのような方向にスライドされることはない。表側ロックタブ３５２
が再び下方に移動されないように、携帯電話の組み立て後は、上述した裏側ロックタブが
使用されることになる。
【００６６】
　また、この縦方向のスライドに応答して、押圧部７４の一部はカードハウジング３の下
側平板３６０と保持リブ３５１の間にもぐり込む。この結果、スライド保持部材５は、隙
間３０５によって保持されている片側に加えて、その対向側も、カードハウジング３に保
持された状態となる。更に、このとき、スライド保持部材５の略半円窪み５６にカードハ
ウジング３のスプリングレバーの円形タブ３５４が噛み合うことから、スライド保持部材
５は所定の力でこの位置に保持されることになる。
【００６７】
　また、図１４によく示されているように、この縦方向のスライドに応答して、保持フッ
ク７２の特にその水平方向に延びる部分７３は、カードハウジング３の板状突出部３８４
とＭＭＣカードスロット形成部３８によって形成された隙間３８３、特に板状突出部３８
４の下側にもぐり込む。この結果、スライド保持部材５は、この部分においても、カード
ハウジング３によって保持された状態となる。
【００６８】
　尚、図１４によく示されているように、スライド保持部材５から相当の力が加わるであ
ろう位置、即ち、カードハウジング３のＭＭＣカードスロット形成部３８とＳＩＭカード
スロット形成部３４の境目付近に、支持リブ３９３が設けられている。この支持リブ３９
３を設けたことにより、スライド保持部材５はその下側で堅固に支持されることになる。
従って、スライド保持部材５をスライドさせるためにユーザがそこに相当の力を加えたと
しても、その押圧によって、スライド保持部材５が破損し、あるいは、その下に位置する
ＳＩＭカード１１０やＭＭＣカード１３０が破損してしまうことはない。また、スライド
保持部材５はカードハウジング３によってその両側をしっかりと支持されているから、こ
れらの結果、ユーザは、安心して、スライド保持部材５をスライドさせることができる。
　図１６は、スライド保持部材を更に縦方向にスライドさせた状態を示す斜視図である。
図１７は、図１０に相応する図である。尚、これらの図に示したスライド保持部材の位置
は、上述したホーム位置に対応している。
【００６９】
　スライド保持部材５の縦方向のスライドに伴って、スプリングレバーの円形タブ３５４
は、スライド保持部材５の側面と所定の弾力で接触したまま、略半円窪み５６から略半円
窪み５７へ移動し、ある位置にきたときに略半円窪み５７とパチンと噛み合う。この結果
、スライド保持部材５は所定の力でこの位置に保持されることになる。尚、ＳＩＭカード
スロット開放位置については、以上の説明から明らかと思われるため説明は省略する。
【００７０】
　以上の本発明により、２枚のカードを同時に保持することができるカード保持機構を備
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えた装置を提供することができる。
【００７１】
５．最後に
　尚、上の実施形態では、スライド保持部材を装置と別体で形成するものとして説明した
が、これを装置の一部として形成してもよい。

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】
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